
議案第98号
三朝町職員の給与に関する条例及び三朝町企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて､

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議

決を求める｡

平成14年12月12日

三朝町長　　　吉 田　　　秀　　　光

平成1 4年.12長日7日原寮可決

三朝野鼠金議長選昇　華匝∃

三朝町条例第　号

三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

(三朝町職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条　三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の一

部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号(以下｢削

除項等｣という｡)を削る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除項等を除く｡以下｢改正部

分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正

後部分｣という｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改

め､改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削

る｡

改　正　後 改　正　前

第1条～第8条　略

(扶養手当)

第9条　略

2　略

3　扶養手当の月額は､前項第1号に

該当する扶養親族については壬生l些坦

巴､同項第2号から第5号までの扶
養親族(次条において｢扶養親族たる

子､父母等｣という｡)のうち2人まで

についてはそれぞれ　6,000円(職員

第1条～第8条　略

(扶養手当)

第9条　略

2　略

3　扶養手当の月額は､前項第1号に

該当する扶養親族については逃避担

巴､同項第2号から第5号までの扶
養親族(次条において｢扶養親族たる

子､父母等｣という｡)のうち2人まで

についてはそれぞれ6,000円(職員



に扶養親族でない配偶者がある場合

にあってはそのうち1人については

6,500円､職員に配偶者がない場合

にあってはそのうち1人については

ll,000円)､その他の扶養親族につ

いては1人につき与,000円とする0

4　略

第10条～第18条　略

(期末手当)

第19条　略

2　-期末手当の額は､期末手当基礎額

に､ 3月に支給する場合においては

100分の50､ 6月に支給する場合に

おいては100分の145､ 1 2月に支

給する場合においては100分の155

を乗じて得た額(管理又は監督の地

位にある職員のうち別に定めるもの

(次項及び第2 0条において｢特定幹

部職員｣という｡)にあっては､ 3月

に支給する場合においては19旦生

壁｣担､ 6月に支給する場合において

は100分の125､ 1 2月に支給する

場合においては100分の135を乗

じて得た額)に､基準日以前3箇月

以内(基準日が12月1日であると

きは､ 6箇月以内)の期間における

その者の在職期間の区分に応じて､

次の表に定める割合を乗じて得た額

とする｡

(表　略)

3　前項の規定にかかわらず､再任用

職員に対する期末手当の額は､期末

手当基礎額に､ 3月に支給する場合

においては100分の25､ 6月に支

給する場合においては100分の70､

1 2月に支給する場合においては

100分の90を乗じて得た額(特定幹

部職員にあっては､ 3月に支給する

に扶養親族でない配偶者がある場合

にあってはそのうち1人については

6,500円､職員に配偶者がない場合

にあってはそのうち1人については

ll,000円)､その他の扶養親族につ

いては1人につき3,OQO円とする.

4　略

第10条～第18条　略

(期末手当)

第19条　略

2　期末手当の額は､期末手当基礎額

に､ 3月に支給する場合においては

100分の55､ 6月に支給する場合に

おいては100分の145､ 1 2月に支

給する場合においては100分の155

を乗じて得た額(管理又は監督の地

位にある職員のうち別に定めるもの

(次項及び第2 0条において｢特定幹

部職員｣という｡)にあっては､ 3月

に支給する場合においては呈吸全

旦堕∴ 6月に支給する場合において
は100分の125､ 1 2月に支給する

場合においては100分の135を乗

じて得た額)に､基準日以前3箇月

以内(基準日が12月1日であると

きは､ 6箇月以内)の期間における

その者の在職期間の区分に応じて､

次の表に定める割合を乗じ七得た額

とする｡

(表　略)

3　前項の規定にかかわらず､再任用

職員に対する期末手当の額は､期末

手当基礎額に､ 3月に支給する場合

においては100分の30､ 6月に支

給する場合においては100分の70､

1 2月に支給する場合においては

100分の90を乗じて得た額(特定幹

部職員にあっては､ 3月に支給する



場合においては100分の25､ 6月

に支給する場合においては100分の

60､ 1 2月に支給する場合において

は100分の80を乗じて得た額)に､

基準日以前3月以内(基準日が1 2

月1日であるときは､ 6月以内)の

期間におけるその者の在職期間の区

分に応じて､前項の表に定める割合

を乗じて得た額とする｡

4-6　略

第19条の2以下　略

附　則

1-5　略

場合においては100分の3Q､ 6月

に支給する場合においては100分の

60､ 1 2月に支給する場合において

は100分の80を乗じて得た額)に､

基準日以前3月以内(基準日が1 2

月1日であるときは､ 6月以内)の

期間におけるその者の在職期間の区

分に応じて､前項の表に定める割合

を乗じて得た額とする｡

4-6　略

第19条の2以下　略

附　則

1-12　略

坦　当分の間､各年度(4月1旦むら

翌年3月31日までをいう｡以下こ

甲項及び次項第1号において同じ.)

において､当該各年度の3月1日

(以下この項から附則第1 5項まで

において｢基準日｣という｡)に在職す

_争職員に対し､基準日の属する月の_
町長が別に定める日において､特例

二時金を支給すS_o_

担　特例一時金の額時､ 3, 756円_

とする｡ただし､次の各号に掲げる

職員については､当該各号に定める

額とする0

.止し　基準日の属する年度の4月
1日から基準日までの期週!迭

号において｢基準期間｣とI)_

且,_ ) I_こおいて給料を支給しな

いこととされていた期間(荏

野しなかった期間を含む｡ ___払

下この項において｢無給期間｣

という｡)がある職員(次号に

掲げる者を除く｡)担吐旦畳皇匝長上_　u
5 6円を超えない範囲内で無

給期間を考慮して規則で定め

i:, 'gtTT:



廷⊥　基準日にお†､て第4条の2
の規定の適用を受ける職員で

ある者　3, 756円(基準

期間において無給期間がある

者については､前号の規定の

例により得られる額)を超え

ない範囲内で町長が別に定め

長峯

堕　職員に特例一時金が支給され草

間､第1条及び第2条第1項中｢及

び特殊勤務手当｣とあるのは｢､特殊

勤務手当及び特例一時金｣と､第2

4条第2項及び第3項中｢及び寒冷

地手当｣とあるのは｢､寒冷地手当及

び特例一時金｣と､同条第4項中

｢及び住居手当｣とあるのは｢､住居

手当及び特例一時金｣とするo

堕　前3項に規定するもののほか､特
例一時金の支給に関し必要な事項は､

規則で定める｡



別表第1 (第3条関係)

行政職給料表
職員 の区 分 ��Yk��,ﾈｸ��1級 �(ｸ��3級 滴ｸ��5級 塗ｸ��7級 悼hr�

号級 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 

再 ���円 ���円 ���円 ���円 ���

- 辻�ia辿 �.i��%TﾉX�%2�翌旦｣蔓延 偬ﾙ�h益�"�呈Z&迎 �.i%S畑ﾛ��

2 �7��(+Xﾇﾙ%R�土工主と迎 �.i%Y.j9%)%R�228,700 ���4ﾉj�錬�呈堕しユ旦旦 �.i%Yj�ﾉ%Y�"�旦担L蔓延 

3 ���%Tﾈﾇﾒ�望旦L生娘 ��vtﾈﾇﾒ�星空｣星堕 �.i�(+Xﾇﾒ�aZZiB9g �#版�湯�旦払生娘 

4 ����i�i�ｲ�主弘遡坦 �#�rﾃS���塾包j堕 ��$V�3湯�墾きLgq �%Y���5�ｩ%Y%R�旦弘遡 

5 ��C津#���191,600 �#�RﾃC���255,300 �#s2ﾃ����呈姐遡 �3�rﾃ3���341,400 

6 ��SRﾃ����197,000 �##2ﾃ3���263,800 �#�"ﾃS���305,000 �3#rﾃ3���351,900 

7 ��c�ﾃ����29と些旦 �.i%X皦�ｸﾇﾒ�空と_互生旦 �.i%Tﾉ%9%R�旦互生L499 �33rﾃ3���旦弘_旦9旦 

8 又%ｦ�3睦�207,600 �.h�ﾅｦt��空包_三匹 �#�%Tﾈ9�%2�墾む39g 偬ﾔﾈ益%Y%R�呈Zi_皇堕 

9 又ﾆ俣涛��212LB9旦 �.hﾛ�#湯�29aL999 �6v�ﾄ&y%R�追越 ��ﾒ�量型L担旦 

任 ����ﾆﾂ�iZiB堕 �%Xﾅﾈ9�ﾉ%Y7｢�呈塾上旦旦旦 �#当涛湯�316,600 �3C"ﾃS���週迎 �%X栞ﾇﾙ%R�

178,800 �##�ﾃC���呈毘_坦旦 �3�Bﾃs���324,700 兔y7�,i%Y6b�旦Z旦Li99 ��当猛�

用 ��"�181,600 �##Rﾃs���263,500 �3�"ﾃ����332,200 �3c�ﾃ#���383,900 鼎�津����

職 負 以 外 の 職 負 ��2�184,300 �.i.i%Tﾉ%Y%Y%R�269,000 �3�津����塾旦_ヱ坦 �%Uｩ%Tﾉ.i%"�392,400 ��e､ﾉ%Y�"�14 又&f末vr�233,200 �#sBﾃ����326,000 �3Cbﾃ����379,000 �3湯ﾃC���425,800 

15 ��モﾃS���呈蔓旦L呈旦旦 �#s津#���旦旦aLi99 �3S"ﾃS���墾旦L旦堕 俚�-�%S�%R�431,700 

16 ����ﾃ����aaBLigq �#�2ﾃs���旦旦三上ヱ些 �3Srﾃ3���392,200 兔x,i��%R�437,400 

17 �242,200 兔x.�8品%R�341,400 �3c�ﾃ3���397,200 鼎�B�����441,200 

18 �245,100 �#��ﾃS���344,700 �3cBﾃc���400,700 鼎�r緜���445,000 

19 剞ｯ生Zヱ遡 �#�.��9�%Y%R�347,900 ��(+Y$��49iLBg旦 俣&氾3湯�448,900 

20 剴#途ﾃ����350,200 �3s�ﾃC����407,600 鼎#Bﾃ����452,500 

21 剴#瓶�352,400 �%Uｦ��%Y�"�411,100 俟9.i%Tﾄ#湯�些旦L旦堕 

22 劍ﾇﾔﾉ%Y�"�354,700 �3sRﾃS���414,500 鼎3�ﾃ����

23 剴3�"ﾃ����塾1999 僖)%Tﾈﾛ��皇主乙旦竣 

24 剴3�Bﾃ����~359,200 �3��ﾃc���421,400 

25 26 27 28 29 劍櫞+Y��%R�3�%Y�ｲ�%X益%Tﾉ%Y%Y%R�3�"ﾃc�����i%Y%Y%R�堕し些旦 述邑L旦塑 塾生上皇旦 些辿 �3�2ﾃ#������ﾃ当r� 

別表第1 (第3条関係)

行政職給料表
職員 の区 分 ��Yk��,ﾈｸ��1級 �(ｸ��3級 滴ｸ��5級 塗ｸ��7級 嶋ｸ��

号級 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 ���ｸｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 

再 任 用 職 負 以 外 の 職 負 ���円 ���円 ���円 ���円 ���

-■.. 坪���娼旦J些 ���r�塾む巡 ����j�錬�284,300 �3�bﾃ3���

2 佗ﾚ8ｹ�%Y%R�主三も_生堕 ��灯ﾄ&vr�辺と_蔓旦旦 俚�.dﾉ%Y�"�呈Z呈L亘些 �"V�ﾄ&w��辿迎 

3 �$��ｲ�竣主上迎 �.ft$ﾄ#湯�劉竣 �.i%Tﾅｩ%Y%R�呈塾_塑旦 �3��ﾄ&w��327,100 

4 ��CbﾃS���姓坦旦 ���6dﾉ%Y�"�星弘止堕 ��｣汎'��越し基盤 ��h-�9�%Y%R�337,800 

5 ��S�ﾃ����195,000 �#�津S���260,400 �#s津3���301,500 �3#2ﾃs���348,500 

6 ��Srﾃs���200,500 �##rﾃc���269,100 �#モﾃ#���311,100 �332ﾃ����359,200 

7 偃Y%Yj�,i%Y%Y%R�ZgBL999 沸�Tﾄ&vr�呈Z三と旦担 仭8+Y%Y�"�望むヱ旦旦 ����hﾖ4ｨﾛ��369,300 

8 ��s�ﾃ#���旦三上_些旦 �#C2�#���呈堕遡 佗ﾙutｩ¥r�330,300 ��V犯没r�379,100 

9 偃U､�｣湯�旦迫_生99 �:h+S涛��星型Lヱ坦 偬ﾙ�j9�ik｢�aa9LB99 兔�,h�%R�388,800 

10 �7兔x9��%)%R�220,900 偬ﾙ?維�%R�302,900 �%Y.ij�,i%R�%2�349,400 亶I%Tﾉj�%Y%R�旦堕し迎 

ll 偃Y%X皦�9%Y�"�225,400 �#c"ﾃ����aiQLBgA ���汎#湯�359,000 �%Xﾔ�¥y%R�些gL399 

12 ��ィﾃs���229,800 �#cづS���318,300 �33づ����368,400 �3��ﾃc���417,600 

13 又$ﾆ｣睦�呈蔓も_主堕 ���荐y%R�墾む蔓延 �x�%R�aZZLB型 鼎灯ﾄ#湯�些生し些 

14 偃Y��%Tﾉ%Y6b�星蔓ZLAgq �#s津3���332,500 �3S2ﾃ����386,600 鼎�rﾃC���434,700 

15 又&氾涛��249LB99 �.i%Y�hｼｩ�"�338,800 偬ﾙ�錬�塑ALag旦 ��f�ﾆ涛��坐臥ヱ坐 

16 ��瓶�呈壁上旦廷 �,I$迂r�344,500 �3cBﾃS���499i99g 鼎�づ����446.600 

17 剪謐ｿし旦堕 �#�2ﾃ3���呈重し呈堕 末rdﾈﾇﾒ�405,200 鼎#"ﾃ3���450,500 

18 �249.500 �#途ﾃ����351,600 �3s�ﾃ����408,700 鼎#bﾃ����454,400 

19 �251,500 �3��ﾃ3���塾生L旦堕 ��､�ﾃ涛��生aL399 鼎#津s���458,300 

20 � ���3�"ﾃs���357,200 �3srﾃ����415,800 鼎32ﾃ3���462,000 

21 劔%Y�(+X9�6b�旦巨乳量旦旦 �%Y%Vv末w��生む旦旦旦 鼎3rﾃ����465,800 

22 剴3�bﾃs���361,800 俑I%Tﾉ%Y%Y%R�422,800 鼎C�ﾃs���

23 劍ﾇﾙ%Tﾈ9�%Y%R�塾迎 俑I?��i%2�皇祖_塾旦 

24 剴3��ﾃs���366,400 �3モﾃ#���429,900 

25 26 27 28 29 剿���ﾈﾇﾒ���h�ｹ%)%R�ﾔ�?��)%R�3�づS���%X櫞+Yj�%Y%R�逃&_旦堕 辺土_主旦旦 墨ヱ旦L生壁 星空｣蔓延 �3��ﾃ����ﾇﾙj��ｸ9�T2� 



30 31 32 �� 俑H�ｴﾈｩ鞆��3#BﾃS���3#bﾃS��� �� �� 

再任 用職 負 ��153,400 ����ﾃ����221,500 �#S津c���277,500 �3�"ﾃ����319,500 �3C"ﾃ����

36 31 32 �� �%X及%R����ﾆ釦��%Xﾇﾔﾈﾇﾙ%R� �� �� 

再任 用職 負 ��150,800 ��モﾃc���217,400 �#SBﾃS���272,000 �#澱ﾃ����313,200 �%Y¥x�5��)%R�



第2条　三朝町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する.

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下｢追加号｣とい

う｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加号を除く｡以下｢改正後

部分｣という｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､当該改正部分を削り､

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加え

る｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る｡

改　正　後 改　正　前

第1条～第18条　略

(期末手当)

第19条　期末手当は､ 6月1日及び

1 2月1日(以下この条から第1 9

条の3までにおいてこれらの目を
｢基準日｣という｡)にそれぞれ在職す

る職員に対して､それぞれ基準日の

属する月の別に定める日(次条及び

第1 9条の3においてこれらの日を
｢支給日｣という｡)に支給する｡これ

らの基準目前1箇月以内に退職し､

若しくは地方公務員法第1 6条第1

号に該当して同法第2 8条第4項の

規定により失職し､又は死亡した職

員(第2 4条第6項の規定の適用を

受ける職員及び別に定める職員を除

く｡)についても同様とする｡

2　期末手当の額は､期末手当基礎額

に､ 6月に支給する場合においては

100分の155､ 1 2月に支給する場

合においては100分の170を乗じ

て得た額(管理又は監督の地位にあ

る職員のうち別に定めるもの(次項

及び第20条において｢特定幹部職

員｣)という｡)にあっては､ 6月に支

給する場合においては100分の

埋､ 1 2月に支給する場合におい

第1条～第18条　略

(期末手当)

第19条　期末手当は､ 3月1日､ 6

月1日及び12月1日(以下この条か

ら第1 9条の3までにおいてこれら

の日を｢基準日｣という｡)にそれぞれ

在職する職員に対して､それぞれ基

準日の属する月の別に定める日(吹

条及び第1 9条の3においてこれら

の日を｢支給日｣という｡)に支給する｡

これらの基準目前1箇月以内に退職

し､若しくは地方公務員法第1 6条

第1号に該当して同法第2 8条第4

項の規定により失職し､又は死亡し

た職員(第2 4条第6項の規定の適用

を受ける職員及び別に定める職員を

除く｡)についても同様とする｡

2　期末手当の額は､期末手当基礎額

に､ 3月に支給する場合においては

100分の50､ 6月に支給する場合

においては100分の145､ 1 2月に

支給する場合においては100分の

当垣を乗じて得た額(管理又は監督の

地位にある職員のうち別に定めるも

の(次項及び第20条において｢特定

幹部職員｣)というC)にあっては11

月に支給する場合においては100分



ては100分の150を乗じて得た額)

に､基準日以前6箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ､当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする｡

｣上し6箇月100分の100

｣旦L 5箇月以上6箇月未満100

分の80

｣旦L 3箇月以上5箇月未満100

分の60

｣旦⊥ 3箇月未満100分の30
3　前項の規定にかかわらず､再任用

職員に対する期末手当の額は､期末

手当基礎額に､ 6月に支給する場合

においては100分の85､ 1 2月に

聖遡､ 6月に支給する場合において

は100分の125､ 1 2月に支給する

場合においては100分の135を乗じ

て得た額)に､基準日以前3箇月以内

(基準日が12月1日であるとき

は､ 6箇月以内)の期間におけるその

者の在職期間の区分に応じて､次の

菱に定める割合を乗じて得た額とす
る｡

在職期間 刳ы� 

基準日が 舒顏�?ｨ*｢�

3月1日 ��(ﾈ���

又は6月 �?ｨ,X*�.��

1日であ る場合 ��ｨﾘr�

3箇月 塗�8ﾈ��100分の100 100分の80 100分の60 100分の30 

2箇月1 店�8ﾈ闌��

5日以上 ��3h�8ﾈ��

3箇月未_ 満 1箇月1 冕)i��8�8ﾈ闌��

5日以上 ��3X�8ﾈ��

2箇月1 5日未満 1箇月1 冕)i��8�8ﾈ駛"�

5日未満 冓��

3　前項の規定にかかわらず､再任用

職員に対する期末手当の額は､期末

手当基礎額に､ 3月に支給する場合

においては100分の25､ 6月に支給



支給する場合においては100分の

90を乗じて得た額(特定幹部職員に

あっては､ 6月に支給する場合にお

いては100分の75､ 1 2月に支給

する場合においては100分の80を

乗じて得た額)に､基準日以前旦塾

旦以負の期間におけるその者の在
職期間の前項各号に掲げる区分に応

じ､当該冬草に定める割合を乗じて

得た額とする｡

4-6　略

第19条の2　略

(勤勉手当)

第20条　略

2　勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額

に､任命権者が町長の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額と

する｡この場合において､任命権者

が支給する勤勉手当の額の､その者

に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は､それぞれ当該各

号に定める額を超えてはならない｡

(1)前項の職員のうち再任用職員

以外の職員　当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれ

の基準日現在(退職し､若しく

は失職し､又は死亡した職員に

あっては､退職し､若しくは失

職し､又は死亡した日現在｡次

項において同じ｡)において受

けるべき扶養手当の月額を加算

した額に100分の70(特定幹部

職員にあっては､ 100分の90)

を乗じて得た額の総額

する場合においては100分の70､ 1

2月に支給する場合においては100

分の90を乗じて得た額(特定幹部職

員にあっては､ 3月に支給する場合

においては100分の25､ 6月に支給

する場合においては100分の60､ 1

2月に支給する場合においては100

分の80を乗じて得た額)に､基準日

以前3月以内(基準日が1 2月1日で

あるときは､ 6月以内)の期間におけ

るその者の在職期間の区分に応じて､

前項の表に定める割合を乗じて得た

額とする｡

4-6　略

第19条の2　略

(勤勉手当)

第20条　略

2　勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額

に､任命権者が町長の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額と

する｡この場合において､任命権者

が支給する勤勉手当の額の､その者

に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は､それぞれ当該各

号に定める額を超えてはならない｡

(1)前項の職員のうち再任用職員

以外の職員　当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれ

の基準日現在(退職し､若しく

は失職し､又は死亡した職員に

あっては､退職し､若しくは失

職し､又は死亡した日現在｡次

項において同じ｡)において受

けるべき扶養手当の月額を加算

した額に､ 6月に支給する場合

においては100分の60(特定幹

部職員にあっては､ 100分の

80)､ 1 2月に支給する場合にお



いては100分の55(特定幹部職

(2)前項の職員のうち再任用職員

当該再任用職員の勤勉手当基

礎額に100分の35(特定幹部職

鼻にあっては､ 100分の45)を

乗じて得た額の総額

3-5　略

第21条以下　略

員にあっては､ 100分の75)を

乗じて得た額の総額

(2)前項の職員のうち再任用職員

当該再任用職員の勤勉手当基

礎額に100分の帥(特定幹部職

員にあっては､事00分の40)を

乗じて得た額の総額

3-5　略

第21条以下　略

(三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第3条　三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三朝

町条例第27号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた項を削る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る｡

改正後 弌ﾉ�9���

本則略 附.則 1-3略 旦当分の間､第2条第3項に規定す る手当のほか､職員に対し､特例一 時金を手当として支給するo 旦第19条の3本文の規定は､前項 に規定する特例一時金については､ 適用しないo 

第4条　三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のよう

に改正するQ

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る｡

改正後√ 弌ﾉ�9���

第1条～第14条の2略 ��c������c�H��,ﾃ)z｢�

(期末手当) 宙ｯｩih詹9b��

第15条期末手当は､6月及び12 ��c�X��ｯｩih詹9h,ﾚC8ﾈ鵑hﾈ霍��

月に職員の在職期間に応じ､かつ､ �-��(ﾈ�,��X醜,ﾈﾝﾙ�XｯｨｭH,��+jB�

企業の経営状況を考慮して支給するo �*�,*Hｮ仂h,ﾈﾆ�8�8ｻX/�ﾖﾉ{h+X,H轤�ｸｸ+x.薬�



第16条以下　略 第16条以下　略

附　則

(施行期日)

1　この条例は､公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であ

るときは､その日)から施行するQ　ただし､第2条､第4条の改正並びに附

則第6項､第8項及び第9項の規定は､平成1 5年4月1日から施行する｡

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2　この条例の施行の日(以下｢施行日｣という｡)の前日において職務の級にお

ける最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月

額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は､別に定める｡

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる

職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間

については､その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたもの

とした場合との権衡上必要と認められる限度において､別に定めるところに

より､必要な調整を行うことができる｡

(職員が受けていた号給等の基礎)

4　前2項の規定の適用については､職員が属していた職務の級及びその者が

受けていた号給又は給料月額は､第1条の規定による改正前の三朝町職員の

給与に関する条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められ
たものでなければならない｡

(平成1 5年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5　平成1 5年3月に支給する期末手当の額は､第1条の規定による改正後の

三朝町職員の給与に関する条例(以下この項において｢改正後の給与条例｣

という｡)第1 9条第2項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで

若しくは第6項の規定にかかわらず､これらの規定により算出される期末手

当の額(以下この項において｢基準額｣という｡)から､第1号に掲げる額から

第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第
1号に掲げる額を超える場合には､その超える額に相当する額を基準額に加

えた額)とする｡この場合において､第1号に掲げる額から第2号に掲げる

額を減じた額が基準額以上となるときは､期末手当は､支給しない0

(1)平成1 5年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第1 9条第

1項後段又は第2 4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては､退

職し､若しくは失職し､又は死亡した日｡以下この号において｢基準日｣

という｡)まで引き続いて在職した期間で平成1 4年4月1日から施行日

の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で

同月1日から施行日の前日までのものであって､それ以後の基準日まで

の期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む｡次号にお



いて｢継続在職期間｣という｡)について支給される給与のうち給料及び扶

養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(吹

号において｢給料等｣という｡)の額の合計額

(2)継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続

在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある

職員にあっては､当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の

給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の

合計額

(平成1 5年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6　平成1 5年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の

三朝町職員の給与に関する条例第1 9条第2項及び第3項の規定の適用につ

いては､これらの規定中｢6箇月以内｣とあるのは｢3箇月以内｣と､同条第2

項第1号中｢6箇月｣とあるのは｢3箇月｣と､同項第2号中｢5箇月以上6箇

月未満｣とあるのは｢2箇月1 5日以上3箇月未満｣と､同項第3号中｢3箇月

以上5箇月未満｣とあるのは｢1箇月1 5日以上2箇月未満｣と､同項第4号

中｢3箇月未満｣とあるのは｢1箇月1 5日未満｣とする｡

(委任)

7　附則第2項から前項までに定めるもののほか､この条例の施行に関し必要

な事項は､別に定める｡

(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8　三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部

を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引

かれた部分に改める｡

改　正　後 改　正　前

第1条～第5条の2　略

(期末手当等の支給)

第5条の3　三朝町職員の給与に関す

る条例(昭和28年三朝町条例第25

号｡以下｢給与条例｣という｡)第1 9

条第1項に規定するそれぞれの基準

日に育児休業をしている職員のうち､

基準日以前6箇月以内の期間におい

て勤務した期間(別に定めるこれに

相当する期間を含む｡)がある職員に

は､当該基準日に係る期末手当を支

給する｡

第1条～第5条の2　略

(期末手当等の支給)

第5条の3　三朝町職員の給与に関す

る条例(昭和28年三朝町条例第25

号｡以下｢給与条例｣という｡)第1 9

条第1項に規定するそれぞれの基準

日に育児休業をしている職員のうち､

基準日以前3箇月以内(基準日が1

2月1日であるときは､ 6箇月以内)

の期間において勤務した期間(別に

定めるこれに相当する期間を含む｡)

がある職員には､当該基準日に係る

期末手当を支給する｡



第6条以下　略 第6条以下　略
9　平成1 5年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関

する前項の規定による改正後の泊村職員の育児休業等に関する条例第5条の

3第1項の規定の適用については､同項中｢6箇月以内｣とあるのは､ ｢3箇

月以内｣とする｡


